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諮問番号：令和元年度（税）諮問第２号 

答申番号：令和元年度答申第２号 

 

答 申 書 

 

第 1 審査会の結論 

審査請求人が令和元年７月１９日に提起した西尾市長（以下「処分庁」と

いう。）による平成３１年度市民税・県民税賦課処分（以下「本件処分」と

いう。）に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）は棄却すべき

との審査庁の判断は、妥当である。 

 

 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

令和元年６月１４日に処分庁が審査請求人に対して行った本件処分を

無効とする裁決を求める。 

 

２ 審査請求の理由 

⑴ 市民税及び県民税の均等割（以下「均等割」という。）を賦課したこ

とについて 

平成３０年分の合計所得が赤字だったにもかかわらず、均等割が賦課

されたため無効である。 

⑵ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）ではな

く一般図書を参考に賦課したとすることについて 

本件処分は、法律ではなく民間の税理士によって著作された一般の参

考図書に基づいてなされているため、本件処分は無効である。 

 

 

第３ 処分庁の弁明の要旨 

１ 弁明の趣旨 

本件審査請求の棄却を求める。 

 

２ 弁明の理由 

⑴ 均等割を賦課したことについて 

  審査請求人の平成３０年分の所得は営業所得、農業所得、不動産所得、
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長期譲渡所得、上場株式等に係る譲渡所得及び先物取引に係る雑所得が

あり、法の規定により赤字所得と黒字所得を損益通算し、先物取引に係

る過去分の損失の繰越控除を適用した結果、所得割額の課税標準となる

総所得金額等は赤字となり、所得割額は非課税となる。しかし、均等割

額については、前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例に

定める金額以下である者については、均等割を課すことができないこと

とされており（法第２４条の５第３項及び第２９５条第３項）、西尾市

市税条例（昭和４３年西尾市条例第１７号。以下「市税条例」という。）

第２４条第２項において、前年の合計所得金額が２８万円にその者の同

一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額（その

者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に

１６８，０００円を加算した金額）以下である者に対しては、均等割を

課さないこととされており、扶養親族を１人有する審査請求人において

は、合計所得金額が７２８，０００円を超える場合に均等割を課すこと

となる。 

合計所得金額とは、純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、上

場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長

期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等

の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等

の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額とされており（法第２

３条第１項第１３号、第２９２条第１項第１３号、法附則第３３条の２

第１項、第３項第１号、第５項、第７項第１号、第３３条の３第１項、

第５項、第７項第１号、第３４条第１項、第３項第１号、第４項、第６

項第１号、第３５条第１項、第４項第１号、第５項、第８項第１号、第

３５条の２第１項、第４項第１号、第５項、第８項第１号、第３５条の

２の２第１項、第４項、第５項、第８項、第３５条の４第１項、第２項

第１号、第４項及び第５項第１号）、また、損益通算については、各種

所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序

によりこれを他の各種所得の金額から控除することとされている（所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第６９条第１項）が、上場株式等に係

る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある

場合には、その損失はなかったものとみなされ、他の所得との損益通算

の対象からは除外されている。（法附則第３５条の２の２第１項、第５

項、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。以下「租特法」という。）

第３７条の１０第６項、第３７条の１１第６項、法附則第３５条の４第
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１項、第２項第２号、第４項、第５項第２号、租特法第４１条の１４第

１項及び第２項第２号） 

審査請求人の平成３０年分の所得は、営業所得（－２５０，６３１円）、

農業所得（－３９，４１３円）、不動産所得（０円）、長期譲渡所得

（３８，６９８円）があり、損失をこれらの所得間で損益通算すること

が可能であるが、上場株式等に係る譲渡所得（－９，６６８円）及び先

物取引に係る雑所得（１，５１９，６１１円）については他の所得との

損益通算を行うことができない。 

また、均等割額の算定の基となる合計所得金額は、純損失又は雑損失

の繰越控除前の所得金額であることから、審査請求人の合計所得金額は

１，５１９，６１１円となり、均等割額の非課税対象となる７２８，０００

円を超えるため均等割額５，５００円（法第３８条、第３１０条、東日

本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策

に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成２３年

法律第１１８号）第２条及びあいち森と緑づくり税条例（平成２０年条

例第２号）第２条）を賦課した。 

⑵ 法ではなく一般図書を参考に賦課したとすることについて 

  当該書籍については、あくまでも参考図書として使用しているにすぎ

ず、本件処分は、関係法令に基づき実施したものである。 

 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

１ 意見書の趣旨 

本件審査請求を棄却するのが相当である。 

 

２ 意見書の理由 

⑴ 均等割を賦課したことについて 

処分庁が示した本件における課税資料及び根拠法令を確認したとこ

ろ、特段の疑義も見当たらず、法令に準拠して課税したものと認められ

る。 

⑵ 法ではなく一般図書を参考に賦課したとすることについて 

 本件の当事者間で使用された「税理士が著作した税務申告のやり方」

という書籍について確認したところ、地方税法等をわかりやすく解説し

ているもので、処分庁の主張のとおり、あくまでも参考図書として使用

されているものであり、賦課処分においては法令に基づき実施したもの
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であることを確認した。 

 また、本件における説明時や一般的な収税業務において、参考図書を

使用したことに関し問題は認められない。 

 

 

第５ 審査庁の諮問に係る判断の要旨 

本件審査請求は審理員意見書に記載のとおり棄却すべきである。 

 

 

第６ 調査審議の経過 

本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。 

令和元年１１月 ８日 諮問書の受理 

令和元年１１月１３日 主張書面又は資料の提出についての期限通知 

令和元年１１月２２日 処分庁から資料の収受 

令和元年１１月２７日 第１回調査審議 

令和元年１２月２５日 第２回調査審議 

 

 

第７ 審査会の判断 

１ 判断の理由 

⑴ 均等割を賦課したことについて 

 ア 法第２４条の５第３項及び第２９５条第３項の規定により、前年の

合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例に定める金額以下で

ある者については、均等割を課することができないと定められてい

る。 

 イ 「ア」の委任規定に対応し、市税条例第２４条第２項において、前

年の合計所得金額が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親

族の数に１を加えた数を乗じて得た金額以下である者に対しては、

均等割を課さないことと定められている。 

 ウ 処分庁から提出されている審査請求人の平成３０年分確定申告書

写し（以下「確定申告書写し」という。）から、「イ」に基づき算

出される審査請求人が均等割を課されないための合計所得金額の上

限額は、処分庁が主張するとおり７２８，０００円であることを確

認した。 

 エ 合計所得金額については、法第２３条第１項第１３号ほか処分庁の
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弁明において示される関係法令の規定で定められており、審査請求

人の確定申告書写しから、審査請求人の平成３０年分の合計所得金

額は、処分庁が主張するとおり１，５１９，６１１円であることを

確認した。 

 オ 「エ」で算出される合計所得金額が、「ウ」で算出される上限額を

超えるため、審査請求人に対し均等割が課されたことについて何ら

違法又は不当な点は認められない。 

 

⑵ 法ではなく一般図書を参考に賦課したとすることについて 

  処分庁から提出された当該図書（平成３０年度版要説住民税 市町村

税務研究会編）の内容を確認したところ、法に準拠した解説書であり、

特に問題は認められなかった。法ではなく当該図書に基づき本件処分が

なされたという審査請求人の主張は、当該図書と法の内容が同一である

がゆえのものであり、⑴で述べたとおり、本件処分は法令に基づき実施

されており、何ら違法又は不当な点は認められない。 

 

２ まとめ 

以上によれば、本件処分が違法又は不当であるとはいえず、審査請求は

棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。 

よって、「第 1 審査会の結論」記載のとおり答申する。 

 

西尾市行政不服審査会 

会  長  三 浦 眞 澄 

委  員  伊 澤 光 二 

委  員  坂 田 吉 郎 

 


